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１ 地方公務員給与実態調査結果 
 

＜給与水準＞ 
 

○ ラスパイレス指数※１（全団体平均）は、９８．９ 
   （昨年より０．１ポイント増加） 
  → 平成１６年から８年連続で国家公務員を下回る。 
  → ８３．２％の団体（１，４８４団体）は、ラスパイレス指数 
  が１００未満 
 

 ※ 本調査においては、東日本大震災の影響により報告することが困難である団体 
    （１０団体）を除いて、 集計を行っている。 
 

 ※１ 学歴や経験年数の差による影響を補正し、国家公務員給与を１００として計算した指数 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜平均給与月額の状況＞ 

 諸手当を含む平均給与月額については  
○ 国が増加している一方、地方は減少している。 
○ 地方の方が、平均年齢が高いにもかかわらず、平均給与月  
 額は国を下回っている。 
 

 
２ 他の給与関連調査結果 
 

＜給与削減措置の状況＞ 
 

○ １０年間(平成14年度から23年度)の削減影響額は、約１兆６千億円               
 → 平成２３年４月１日現在における独自の給与削減措置 
   ・団体数      ９８１団体（５４．７％） 
   ・削減影響額 約１，５００億円（年額） 
 

   
 
 

平成２３年地方公務員給与実態調査結果等のポイント 

ラスパイレス指数の最高値・最低値 

区分 最高値 最低値 

都道府県 103.4 
（静岡県） 

92.5 
（北海道・岡山県） 

指定都市 103.8 
（横浜市） 

98.0 
（浜松市） 

市区町村 104.9 
（神奈川県葉山町） 

72.9 
（大分県姫島村） 
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１　ラスパイレス指数の状況

（１）団体区分別の推移

＜第１表　団体区分別ラスパイレス指数（一般行政職）＞

S49→H23 H22→H23

110.6 102.7 100.5 98.8 98.9 △ 11.7 0.1

111.3 104.1 101.7 98.9 99.3 △ 12.0 0.4

116.1 106.7 103.7 101.5 101.3 △ 14.8 △ 0.2

113.8 104.2 101.4 98.8 98.8 △ 15.0 0.0

99.2 96.6 96.1 95.1 95.3 △ 3.9 0.2

― 106.5 102.3 100.8 100.0 ― △ 0.8

※ S49.4.1の全地方公共団体平均（110.6）は、過去最高値
※ S49.4.1現在の全地方公共団体平均は、特別区を含んでいない。

（参考）団体区分別地域手当補正後ラスパイレス指数（一般行政職）

（注） 平成17年度以前は地域手当制度なし。

S 49.4.1 H 3.4.1 H 13.4.1 H 22.4.1 H 23.4.1

町         村

増　　　　減
区　　分

市

指 定 都 市

都 道 府 県

全地方公共
団 体 平 均

特   別   区

105.5 

110.6 

106.7 

104.6 

102.7 
101.7 

100.5 

98.0 98.0  
98.5  98.7  98.5  

98.8 98.9 

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

S38 49 56 61 H3 8 13 17 18 19 20 21 22 23

ラスパイレス指数（全地方公共団体平均の推移） 指数 

年 

H１8→H23 H22→H23

98.8 99.0 99.1 98.5 98.6 98.8 0.0 0.2

99.5 99.7 99.1 98.2 98.3 98.8 △ 0.7 0.5

100.0 101.1 101.6 101.3 101.4 101.1 1.1 △ 0.3

98.9 99.0 99.0 98.8 98.8 98.9 0.0 0.1

94.3 94.6 94.8 95.1 95.4 95.6 1.3 0.2

100.5 101.0 100.5 100.4 99.9 100.0 △ 0.5 0.1

H 22.4.1区　　分 H 18.4.1 H 19.4.1 H 20.4.1 H 21.4.1
増　　　　減

全地方公共
団 体 平 均

都 道 府 県

指 定 都 市

町         村

特   別   区

市

H 23.4.1
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（２）分布状況の推移

＜第２表　全地方公共団体のラスパイレス指数の分布状況（一般行政職）＞

S49→H23 H22→H23

(0.0%)

1,367 321 26 1 0 △ 1,367 △ 1

(16.8%) ※１

628 820 769 316 300 △ 351 △ 16

(83.2%)

1,321 2,168 2,501 1,480 1,484 163 4

(51.0%) ※2

1,195 1,445 878 910 32

(27.1%)

1,321 670 837 483 484 163 1

(5.0%)

303 219 119 90 △ 29

(100.0%)

3,316 3,309 3,296 1,797 1,784 △ 1,555 △ 13

※１　S49.4.1及びS49→H23の増減には、特別区を含まない。
※２　S49.4.1及びS49→H23の増減のラスパイレス指数100未満の内訳については、分離できない。

（参考）　全地方公共団体の地域手当補正後ラスパイレス指数の分布状況（一般行政職）

S 49.4.1 H 3.4.1 H 13.4.1 H 22.4.1 H 23.4.1
増　　　　減

区　　分

100未満

内
　
　
　
訳

   95以上
　   100未満

   90以上
　    95未満

105以上

合　　計

100以上105未満

90未満

H１8→H23 H22→H23

(1.5%)

86 82 59 40 32 26 △ 60 △ 6

(16.6%)

264 283 296 313 280 296 32 16

(82.0%)

1,540 1,509 1,503 1,494 1,485 1,462 △ 78 △ 23

(49.5%)

700 721 765 792 876 883 183 7

(27.2%)

615 582 563 546 486 486 △ 129 0

(5.2%)

225 206 175 156 123 93 △ 132 △ 30

(100.0%)

1,890 1,874 1,858 1,847 1,797 1,784 △ 106 △ 13

増　　　　減
H 23.4.1区　　分 H 18.4.1 H 19.4.1 H 20.4.1 H 21.4.1 H 22.4.1

合　　計

105以上

100以上105未満

100未満

内
　
　
　
訳

   95以上
　   100未満

   90以上
　   95未満

 90未満
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国家公務員と比較した地方公務員の給与水準は、前者の俸給と後者の給料との比較であ

る「ラスパイレス指数」により把握される。 

平成１８年度から国の給与構造改革に伴い、給料表の引き下げとともに、客観的な支給

基準に基づく地域手当が導入されたことから、地域手当を加味した地域における国家公務

員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイ

レス指数（地域手当補正後ラスパイレス指数）を参考として算出している。 
 

 
【算出方法】 地域手当補正後ラスパイレス指数 ＝ 

 １＋当該団体の地域手当支給率 

 １＋国の指定基準に基づく地域手当支給率 
 

 （注）１ 実際の地域手当の支給額は、地域ごとの職員構成や異動保障の有無により異なるが、「地域手当補

正後ラスパイレス指数」は地域手当の支給率のみで国と比較しているため、実際の支給額で比較し

た場合と算出結果が異なる。 

２ 地域手当の算出基礎に管理職手当等を含めていない（国と算出方法が異なる）団体についても、 

上記の計算式により国と比較している。 
 

（例） 

  ラスパイレス指数：９８．０   

地域手当支給率：３％ 

国の指定基準に基づく地域手当支給率：３％ 
 

  Ａ市の地域手当補正後ラスパイレス指数 

        ＝９８．０×（１＋０．０３）／（１＋０．０３）＝ ９８．０ 

 

  ラスパイレス指数：９８．０   

地域手当支給率：１０％ 

  国の指定基準に基づく地域手当支給率：３％ 
 

  Ｂ市の地域手当補正後ラスパイレス指数 

        ＝９８．０×（１＋０．１）／（１＋０．０３）＝ １０４．７ 

 

→ ラスパイレス指数が同じ団体でも、地域手当を加味してみると、国家公務員と比較

した給与水準が異なる場合がある。 
 

  
 （イメージ図） 
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（３）都道府県のラスパイレス指数の状況

＜第３表　都道府県のラスパイレス指数＞

指　数 高い順 指　数 高い順 指　数 高い順 指　数 高い順

静 岡 県 103.4 1 103.8 1 富 山 県 99.8 25 99.2 26

神 奈 川 県 102.9 2 100.1 18 岩 手 県 99.7 26 97.8 34

愛 知 県 102.9 2 98.9 28 新 潟 県 99.6 27 100.6 14

埼 玉 県 102.6 4 103.1 2 広 島 県 99.6 27 101.7 9

千 葉 県 102.6 4 102.8 4 京 都 府 99.2 29 99.3 24

宮 城 県 102.5 6 99.1 27 沖 縄 県 99.2 29 96.2 39

東 京 都 102.1 7 103.1 2 高 知 県 98.8 31 99.3 24

秋 田 県 102.0 8 102.4 6 宮 崎 県 98.7 32 98.8 29

群 馬 県 101.9 9 101.8 8 兵 庫 県 98.2 33 98.2 30

福 島 県 101.8 10 99.7 23 山 梨 県 98.1 34 97.9 33

三 重 県 101.8 10 101.9 7 長 野 県 98.1 34 98.1 31

福 岡 県 101.8 10 102.5 5 徳 島 県 97.9 36 92.9 43

茨 城 県 101.2 13 101.1 10 香 川 県 97.9 36 97.0 36

奈 良 県 100.8 14 100.1 18 熊 本 県 97.7 38 98.1 31

長 崎 県 100.7 15 101.0 12 山 口 県 97.4 39 97.5 35

大 分 県 100.7 15 101.1 10 栃 木 県 96.7 40 96.6 37

福 井 県 100.3 17 100.3 17 鹿 児 島 県 95.5 41 94.3 41

愛 媛 県 100.2 18 100.4 16 岐 阜 県 94.5 42 92.8 44

和 歌 山 県 100.1 19 100.0 21 鳥 取 県 94.0 43 94.8 40

山 形 県 100.0 20 100.1 18 大 阪 府 93.4 44 92.7 46

石 川 県 100.0 20 100.0 21 島 根 県 92.9 45 93.2 42

青 森 県 99.9 22 100.6 14 北 海 道 92.5 46 92.8 44

滋 賀 県 99.9 22 100.7 13 岡 山 県 92.5 46 92.0 47

佐 賀 県 99.9 22 96.5 38

（４）指定都市のラスパイレス指数の状況

＜第４表　指定都市のラスパイレス指数＞

指　数 高い順 指　数 高い順 指　数 高い順 指　数 高い順

横 浜 市 103.8 1 105.1 1 千 葉 市 100.8 11 101.2 10

川 崎 市 103.7 2 103.9 2 札 幌 市 100.6 12 100.6 14

名 古 屋 市 103.5 3 103.8 3 広 島 市 100.5 13 101.1 11

北 九 州 市 103.1 4 103.4 5 相 模 原 市 100.4 14 100.9 13

静 岡 市 103.0 5 103.8 3 大 阪 市 100.2 15 99.3 16

福 岡 市 102.3 6 102.3 7 京 都 市 99.9 16 100.0 15

神 戸 市 101.9 7 101.7 8 新 潟 市 99.0 17 98.8 17

さ いた ま市 101.7 8 101.6 9 堺 市 98.2 18 98.4 18

仙 台 市 101.5 9 102.4 6 浜 松 市 98.0 19 98.4 18

岡 山 市 101.1 10 101.1 11 注：相模原市は、平成２２年４月１日に中核市から指定都市となった。

H22

H22

指定都市名
H23 H23 H22

都道府県名
H23

都道府県名
H23H22

指定都市名
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（５）中核市（全４１市）のラスパイレス指数の状況

＜第５表　中核市（全４１市）のラスパイレス指数＞

指　　数 高い順 指　　数 高い順 指　　数 高い順 指　　数 高い順

103.8 1 103.9 1 100.8 21 101.9 8

102.8 2 103.0 3 100.6 23 100.1 27

102.8 2 103.7 2 100.5 24 100.7 21

102.6 4 102.6 5 100.3 25 100.7 21

102.2 5 102.3 6 100.2 26 100.1 27

102.1 6 101.8 10 100.1 27 100.0 32

101.8 7 102.0 7 100.1 27 100.6 23

101.8 7 101.7 11 100.0 29 100.2 25

101.7 9 102.9 4 99.9 30 99.8 34

101.5 10 99.3 36 99.8 31 100.1 27

101.4 11 101.3 17 99.7 32 99.9 33

101.4 11 101.5 12 99.7 32 101.4 15

101.4 11 101.5 12 99.7 32 100.5 24

101.4 11 101.9 8 99.5 35 100.1 27

101.2 15 101.5 12 99.3 36 99.0 37

101.1 16 101.0 20 98.9 37 96.9 40

101.1 16 100.1 27 98.8 38 99.7 35

101.0 18 101.3 17 98.3 39 98.3 39

100.9 19 100.2 25 98.2 40 99.0 37

100.9 19 101.2 19 96.7 41 96.4 41

100.8 21 101.4 15

注：高崎市は、平成２３年４月１日に特例市から中核市に移行。

福 山 市

盛 岡 市

青 森 市

大 分 市

下 関 市

岡 崎 市

豊 田 市

宇 都 宮 市

大 津 市

富 山 市

鹿 児 島 市

東 大 阪 市

久 留 米 市

松 山 市

西 宮 市

郡 山 市

宮 崎 市

船 橋 市

和 歌 山 市

金 沢 市

H23 H22 H23 H22
中核市名 中核市名

柏 市

尼 崎 市

姫 路 市

倉 敷 市

高 崎 市

熊 本 市

豊 橋 市

横 須 賀 市

旭 川 市

奈 良 市

函 館 市

高 松 市

岐 阜 市

秋 田 市

高 知 市

長 崎 市

川 越 市

長 野 市

高 槻 市

前 橋 市

い わ き 市
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＜第６表　市区町村のラスパイレス指数上位50団体及び下位50団体＞

（上位団体）

指　　数 高い順 指　　数 高い順 指　　数 高い順 指　　数 高い順

神奈川県 葉 山 町 104.9 1 102.8 29 東 京 都 調 布 市 102.7 23 102.2 49

神奈川県 藤 沢 市 104.7 2 104.1 2 大 分 県 九 重 町 102.7 23 101.3 94

千 葉 県 松 戸 市 104.5 3 103.8 6 千 葉 県 大網白里町 102.6 28 102.5 38

千 葉 県 君 津 市 104.1 4 103.7 9 埼 玉 県 鳩 ヶ 谷 市 102.5 29 101.9 63

兵 庫 県 芦 屋 市 103.9 5 104.3 1 愛 知 県 岩 倉 市 102.5 29 98.5 439

福 島 県 福 島 市 103.8 6 103.8 6 千 葉 県 佐 倉 市 102.4 31 103.1 18

千 葉 県 市 川 市 103.8 6 104.0 3 千 葉 県 八千代市 102.4 31 102.8 29

千 葉 県 袖 ケ 浦 市 103.7 8 103.6 12 神奈川県 平 塚 市 102.4 31 102.3 45

埼 玉 県 熊 谷 市 103.5 9 103.9 4 静 岡 県 沼 津 市 102.4 31 102.9 26

埼 玉 県 川 口 市 103.5 9 103.4 13 三 重 県 四日市市 102.4 31 102.1 56

千 葉 県 成 田 市 103.5 9 103.7 9 兵 庫 県 川 西 市 102.4 31 102.2 49

千 葉 県 市 原 市 103.4 12 103.8 6 神奈川県 鎌 倉 市 102.3 37 102.6 34

東 京 都 小金井市 103.4 12 103.1 18 静 岡 県 御殿場市 102.3 37 102.0 59

愛 知 県 東 海 市 103.3 14 103.4 13 埼 玉 県 所 沢 市 102.2 39 102.4 42

長 崎 県 時 津 町 103.2 15 103.7 9 愛 知 県 犬 山 市 102.2 39 101.1 114

福 島 県 桑 折 町 103.1 16 103.9 4 大 分 県 国 東 市 102.2 39 98.9 366

埼 玉 県 桶 川 市 103.0 17 103.1 18 千 葉 県 茂 原 市 102.1 42 99.8 261

広 島 県 竹 原 市 103.0 17 102.8 29 東 京 都 武蔵野市 102.1 42 102.9 26

千 葉 県 神 崎 町 102.9 19 102.5 38 東 京 都 稲 城 市 102.1 42 102.7 33

静 岡 県 熱 海 市 102.9 19 99.7 268 東 京 都 町 田 市 102.0 45 103.0 22

埼 玉 県 戸 田 市 102.8 21 102.9 26 神奈川県 茅 ヶ 崎 市 102.0 45 102.5 38

千 葉 県 東 金 市 102.8 21 103.0 22 静 岡 県 藤 枝 市 102.0 45 101.6 75

埼 玉 県 上 尾 市 102.7 23 102.3 45 埼 玉 県 入 間 市 101.9 48 102.2 49

千 葉 県 我孫子市 102.7 23 102.5 38 埼 玉 県 北 本 市 101.9 48 101.7 71

千 葉 県 鎌 ケ 谷 市 102.7 23 102.0 59 大 阪 府 吹 田 市 101.9 48 101.6 75

H22
団　体　名

H23 H22
団　体　名

H23

（６）市区町村（指定都市及び中核市を除く。全１，６７７団体）のラスパイレス指数の状況　
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（下位団体）

指　　数 低い順 指　　数 低い順 指　　数 低い順 指　　数 低い順

大 分 県 姫 島 村 72.9 1 71.4 1 岩 手 県 普 代 村 86.4 26 86.6 38

新 潟 県 粟島浦村 73.9 2 76.1 4 愛 媛 県 愛 南 町 86.4 26 86.4 35

北 海 道 留 萌 市 75.1 3 74.8 2 岐 阜 県 白 川 町 86.5 28 87.8 55

北 海 道 夕 張 市 75.9 4 74.9 3 奈 良 県 天 川 村 86.5 28 86.7 40

奈 良 県 上 牧 町 80.2 5 80.4 5 沖 縄 県 東 村 86.5 28 85.1 22

青 森 県 大 鰐 町 81.3 6 80.8 6 北 海 道 洞爺湖町 86.6 31 85.8 30

沖 縄 県 多良間村 81.8 7 81.6 7 北 海 道 歌志内市 86.8 32 86.6 38

鹿児島県 与 論 町 82.9 8 83.3 11 北 海 道 上砂川町 86.8 32 84.0 17

沖 縄 県 伊平屋村 83.6 9 85.9 31 沖 縄 県 座間味村 86.8 32 87.1 43

東 京 都 御蔵島村 83.9 10 83.7 15 沖 縄 県 与那国町 86.8 32 87.8 55

愛 媛 県 上 島 町 84.4 11 83.3 11 北 海 道 赤 平 市 86.9 36 88.0 57

北 海 道 由 仁 町 84.5 12 83.5 14 長 野 県 南相木村 86.9 36 87.0 42

埼 玉 県 皆 野 町 84.7 13 85.2 23 東 京 都 三 宅 村 87.0 38 88.0 57

石 川 県 宝達志水町 84.7 13 82.5 8 愛 知 県 東 栄 町 87.5 39 86.1 32

石 川 県 中能登町 84.8 15 83.2 10 愛 媛 県 伊 方 町 87.5 39 87.6 50

京 都 府 笠 置 町 84.8 15 84.7 19 沖 縄 県 南大東村 87.5 39 87.7 52

奈 良 県 下北山村 85.2 17 85.6 26 秋 田 県 井 川 町 87.6 42 86.3 34

青 森 県 黒 石 市 85.6 18 85.0 21 長 野 県 泰 阜 村 87.6 42 86.5 37

鹿児島県 伊 仙 町 85.7 19 85.7 28 沖 縄 県 渡名喜村 87.6 42 85.3 24

石 川 県 穴 水 町 85.9 20 83.3 11 沖 縄 県 北大東村 87.6 42 86.7 40

福 井 県 池 田 町 85.9 20 83.7 15 岐 阜 県 東白川村 87.7 46 85.3 24

鹿児島県 徳之島町 85.9 20 87.2 44 熊 本 県 水 上 村 87.7 46 88.4 65

沖 縄 県 粟 国 村 86.0 23 84.9 20 香 川 県 三 木 町 88.1 48 88.3 64

秋 田 県 五城目町 86.3 24 86.1 32 青 森 県 新 郷 村 88.2 49 87.2 44

奈 良 県 上北山村 86.3 24 83.0 9 北 海 道 森 町 88.3 50 89.0 82

島 根 県 海 士 町 88.3 50 84.5 18

H22
団　体　名

H23 H22
団　体　名

H23
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２　平均給与月額

＜第７表　職種別平均給与月額（全地方公共団体、上段H23・下段括弧書きH22）＞ （単位：歳・円）

平均
年齢

平均俸給
月　　　額

平均給与
月　　　額

42.8 341,745 87,000 428,745 383,839 42.5 340,946 409,644

(42.9) (343,335) (83,892) (427,227) (385,573) (42.2) (340,005) (408,496)

一 般 行 政 職
43.3

(43.5)
334,379

(337,049)
87,482

(80,967)
421,861

(418,016)
377,625

(380,703)
42.3

(41.9)
327,205

(325,579)
397,723

(395,666)

技 能 労 務 職
47.8

(47.5)
319,086

(319,174)
64,757

(61,432)
383,843

(380,606)
357,370

(357,334)
49.5

(49.3)
283,862

(284,514)
321,662

(322,291)

高 等 学 校
教 育 職

44.9
(44.9)

386,442
(387,189)

61,795
(64,697)

448,237
(451,886)

424,830
(425,869)

― ― ―

小 ・ 中 学 校
教 育 職

43.8
(43.9)

371,303
(372,202)

53,609
(56,346)

424,912
(428,548)

408,379
(409,305)

― ― ―

警 察 職
39.4

(39.7)
324,966

(325,926)
152,745

(143,157)
477,711

(469,083)
370,694

(371,475)
41.2

(41.3)
316,868

(318,139)
367,972

(369,610)

（注）１　「平均給料月額」とは、給料の調整額及び教職調整額を含むものであり、「諸手当月額」とは、月ごとに支払われること

　　　　とされている扶養手当、地域手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当等の諸手当の額を合計したものである

　　　　（期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、任期付研究員業績手当、特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当は含ま

　　　　ない。）。

　　　２　「平均給与月額」とは、平均給料月額と月ごとに支払われることとされている全手当の額を合計したものであり、「平均

　　　　給与月額（国ベース）」とは、公表されている国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手

　　　　当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものである。

　　  ３　「高等学校教育職」には特別支援学校、専修・各種学校の教員を含み、「小・中学校教育職」には幼稚園の教員を含

　む。

　　　４　国家公務員については、一般行政職は行政職俸給表（一）、技能労務職は行政職俸給表（二）、　警察職は公安職

　　　　俸給表（一）の数値である。

国家公務員

主
　
な
　
内
　
訳

平均給与
月　　　額

平均給与
月　　　額
(国ベース)

職 種 区 分
平均
年齢

平均給料
月　　　額

諸手当
月　 額

全職種
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＜第８表　団体区分別平均給与月額（一般行政職・H23）＞ （単位：歳・円）

団　体　区　分 平均年齢 平均給料月額 諸手当月額 平均給与月額
平均給与月額

(国ベース)

全地方公共団体 43.3 334,379 87,482 421,861 377,625

都 道 府 県 43.7 339,183 86,485 425,668 380,235

指 定 都 市 42.8 339,485 123,902 463,387 401,994

市 43.2 333,168 83,281 416,449 373,462

町 村 43.1 319,768 55,170 374,938 347,865

特 別 区 43.3 333,519 131,807 465,326 413,439

国 42.3 327,205 － － 397,723

（注）１　平均給料月額、諸手当月額、平均給与月額及び平均給与月額（国ベース）は、第7表に同じ。

   　 ２　国の欄は、行政職俸給表（一）の数値である。
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均
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齢
（
歳
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均
給
与
月
額
（
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円
）
 

平均給与月額の推移（全地方公共団体・一般行政職） 

平均給与月額（地方） 平均給与月額（国） 

平均年齢（地方） 平均年齢（国） 
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３　特殊勤務手当

＜第９表　団体区分別特殊勤務手当（４月分支給額・全職種・職員１人当たり）＞

支給額
職員１人
当たり

支給額
職員１人
当たり

支給額
職員１人
当たり

支給額
職員１人
当たり

支給額
職員１人
当たり

（百万円） （円） （百万円） （円） （百万円） （円） （百万円） （円） （百万円） （円）

18,804 5,935 15,264 5,419 15,770 5,651 506 232 △ 3,034 △ 284

都 道 府 県 7,120 4,319 6,804 4,448 7,099 4,669 295 221 △ 21 350

指 定 都 市 2,861 11,850 1,130 4,632 1,163 4,831 33 199 △ 1,698 △ 7,019

市 5,365 7,592 5,337 7,230 5,311 7,290 △ 26 60 △ 54 △ 302

町 村 1,303 3,610 594 4,060 591 4,128 △ 3 68 △ 712 518

特 別 区 298 3,747 69 1,082 66 1,049 △ 3 △ 33 △ 232 △ 2,698

（参考） １人当たりの手当支給額の多い職種における特殊勤務手当の例

特殊勤務手当の例区　　分

医師・歯科医師職

看護・保健職

警察職

消防職

・緊急診療手当（緊急の診療業務のため、勤務時間外に待機を命ぜられ、緊急業務に従事し
たとき）など

・救急呼出手当（勤務時間外に救急業務に従事したとき）など

・銃器犯罪捜査従事手当(銃器を使用した犯人等の逮捕業務)
・爆発物処理作業手当（爆発物の回収、解体、爆破等の業務）など

・消防業務手当（火災その他災害等の現場に出動した場合）
・緊急出勤手当（緊急の業務のため出勤した場合）など

H13 → H23

全 地 方 公 共
団 体

団体区分

H13 H22 H23 H22 → H23

H22→H23 H13→H23

職員数
職員１人
当たり

職員数
職員１人
当たり

職員数
職員１人
当たり

職員１人
当たり

職員１人
当たり

（人） （円） （人） （円） （人） （円） （円） （円）

3,168,311 5,935 2,816,694 5,419 2,790,689 5,651 232 △ 284

一 般 行 政 職 983,849 1,138 850,929 461 840,609 486 25 △ 652

医師・歯科医師職 24,303 164,074 13,750 217,573 13,000 221,508 3,935 57,434

看 護 ・ 保 健 職 162,215 16,919 103,550 13,391 98,999 13,036 △ 355 △ 3,883

消 防 職 152,229 8,485 156,410 5,788 156,690 5,977 189 △ 2,508

警 察 職 229,871 10,580 253,510 9,080 254,318 10,093 1,013 △ 487

全 職 種

＜第１０表　職種別特殊勤務手当　職種別職員数及び職員1人当たり支給額（4月分）の推移＞

職種区分

H13 H22 H23
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２　他の給与関連調査結果

＜参考１＞ 

 地方公共団体における独自の給与削減措置の状況・・・P１ 

 

＜参考２＞ 

 給与制度・運用の適正化状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P４ 

 

＜参考３＞ 

 地方公務員給与の「わたり」の状況について・・・・・・・・・P５ 

 

＜参考４＞ 

 地方公務員の自宅に係る住居手当について・・・・・・・・P１２ 

平成２４年３月 
総  務  省 

 

（連絡先） 

       自治行政局 公務員部 給与能率推進室 

       担当 ： 野村・甘利 

電話 ： 03-5253-5549（直） 

                  03-5253-5111（代）（内線 23245､23248） 

FAX  ： 03-5253-5553 



＜参考１＞

　

○都道府県・指定都市における一般職の給料（本給）削減の状況

削減率の区分 給料（本給）削減を実施している団体（削減率）

 ８％～

北海道（9～7.5％）群馬県（ 8～2％）  岐阜県（12～4％）
大阪府（14～3％） 島根県（10～6％）  岡山県（10～7％）
鹿児島県（8～2％）千葉市（ 9～1％）
堺市（11.5～3％）

 ５％～８％未満

青森県（5～3％）　福島県   (5％）    茨城県（5～3％）
栃木県（5％）  　 山梨県  （6～2％） 滋賀県（6～0.5％）
兵庫県（7～2.5％）山口県  （6～2％） 徳島県（5～1％）
熊本県（7～3％）  大阪市（5.7～1％） 京都市（5～1.8％）

 ２％～３％未満 京都府（2％）　   和歌山県（2％）　  名古屋市（2～1％）

 ２％未満 愛媛県（1～0.5％）

 ３％～５％未満
富山県（3～2％）  愛知県（3％）　    奈良県（3～0.5％）
香川県（3～1％）

地方公共団体における独自の給与削減措置の状況①

（平成２３年４月１日現在）

全地方公共団体の過半数の団体（981団体/1,794団体、54.7％）が、

独自に給料や手当の削減措置を実施し、年額約1,500億円を削減。

1

008723
タイプライターテキスト

008723
タイプライターテキスト

008723
タイプライターテキスト

008723
タイプライターテキスト
※一部実施団体を含む



＜参考１－②＞

１－１　給与（給料（本給）、諸手当）削減団体内訳

両方 一般職のみ 特別職のみ 計（Ａ）

都道府県 33 0 6 39 47 83.0
指定都市 7 0 5 12 19 63.2
市区町村 392 82 456 930 1,728 53.8

計 432 82 467 981 1,794 54.7

１－２　一般職給与削減団体の内訳

都道府県 24 51.1 9 19.1 33 70.2
指定都市 5 26.3 2 10.5 7 36.8
市区町村 184 10.6 290 16.8 474 27.4

計 213 11.9 301 16.8 514 28.7
※「給料（本給）削減（C)」の団体数は、給料（本給）のみ削減実施団体、給料（本給）及び手当の削減実施団体の合計

２　削減影響額

一般職 特別職 計

都道府県 1,176 3 1,179
指定都市 57 1 58
市区町村 180 33 213

計 1,413 37 1,450

３　給与削減措置の状況（平成18年度～平成23年度）

区　分
団体数 全団体数

（Ｂ）
Ａ／Ｂ（％）

区　分
給料（本給）削減

（Ｃ) ※
Ｃ／Ｂ（％）

手当のみ削減
（Ｄ)

Ｄ／Ｂ（％）

削減影響額（億円）

Ｅ／Ｂ（％）
一般職削減団体
（Ｃ)+(Ｄ)　　　（Ｅ)

地方公共団体における独自の給与削減措置の状況②

（平成２３年４月１日現在）

○ 何らかの給与削減を実施している団体は、９８１団体（５４．７％）

○ 一般職の給与削減を実施している団体は、５１４団体（２８．７％）

○ 一般職の給料（本給）削減を実施している団体は、２１３団体（１１．９％）

○ 地方公共団体は、これまでも多くの団体において給与削減措置が取り組まれて

いる。

○ 全体の削減影響額は、約１，５００億円（１，４５０億円）

区分 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年

削減影響額 1,656億円 1,503億円 1,664億円 2,465億円 2,188億円 1,450億円

1,149団体 1,145団体 1,139団体 1,139団体 1,059団体 981団体
60.8% 61.1% 61.3% 61.7% 58.9% 54.7%

削減団体

2



・地方公共団体では、従来より多くの団体において給与削減措置を実施。
・平成14年度から23年度までの10年間の削減影響額は約１兆６千億円。

地方公共団体における独自の給与削減措置の状況③
（平成１４年度～平成２３年度）

＜参考１－③＞

削減影響額(億円) 実施団体数 削減影響額(億円) 実施団体数 削減影響額(億円) 実施団体数 削減影響額(億円) 実施団体数 削減影響額(億円) 実施団体数

都道府県計 984 34 1,051 38 1,069 44 1,008 46 1,274 46

指定都市計 29 6 153 8 86 9 69 13 28 14

市区町村計 116 1,002 168 1,250 251 1,355 373 1,314 355 1,089

合　　　　計 1,129 1,042 1,372 1,296 1,406 1,408 1,451 1,373 1,656 1,149

削減影響額(億円) 実施団体数 削減影響額(億円) 実施団体数 削減影響額(億円) 実施団体数 削減影響額(億円) 実施団体数 削減影響額(億円) 実施団体数

都道府県計 1,141 39 1,300 40 2,051 42 1,834 42 1,179 39

指定都市計 16 13 5 11 54 12 71 13 58 12

市区町村計 346 1,093 359 1,088 359 1,085 284 1,004 213 930

合　　　　計 1,503 1,145 1,665 1,139 2,465 1,139 2,188 1,059 1,450 981

都道府県計

指定都市計

市区町村計

合　　　　計

注） 削減額及び実施団体数は給与削減（抑制）措置の状況調によるもの（各年度4月1日現在における試算）。

12,891

区　　分

569

2,824

16,284

平成18年度

平成19年度 平成20年度

H14～H23  削減
影響額累計(億円)

区　　分
平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度

区　　分
平成21年度 平成22年度 平成23年度
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 ＜参考２＞

○ 平成２２年度における給与適正化等の状況
（単位：団体）

都道府県 0 3 0 0 3
指定都市 0 3 4 0 7
市　　　区 16 39 23 16 94
町　　　村 7 23 10 24 64

計 23 68 37 40 168

特殊勤務
手      当

住居手当
その他の
手　　当

都道府県 10 12 8 5 35 38
指定都市 3 4 5 0 12 19
市　　　区 67 112 77 69 325 419
町　　　村 31 70 41 122 264 328

計 111 198 131 196 636 804
（注）合計の団体数は、延べ数である。

小　　計
（A）

平成２２年度において、給料表の適正化等給料の水準適正化 のた めの 措置

を 講 じ た 団 体 は 延 べ １ ６ ８ 団 体 、 ま た 諸 手 当 や 退 職 手 当 の 適 正 化 を 行 っ た

団体は延べ６３６団体であった。１１１１１１１１

区　分
初任給基準
の　 是 　正

わたり
の適正化

給料表
の適正化

退職時特別
昇給等の
適正化

区　分
諸手当の適正化

退職手当
の 是 正

小　　計
（B）

合　　計
（A）＋（B）

給与制度・運用の適正化状況
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地方公務員給与の「わたり」とは、
① 給与決定に際し、級別職務分類表及び級別標準職務表に適合しない級へ格付を
行うこと

② ①の他、実質的にこれと同一の結果となる級別職務分類表、級別標準職務表又
は給料表を定めること

により、給与を支給することをいう。

「わたり」の制度のある団体（平成２３年４月１日時点）

区 分
平成２２年
４月１日時点

平成２３年
４月１日時点

Ｈ２３－Ｈ２２
区分別
団体数

全 団 体
１５１団体
（８．４％）

１０４団体
（５．８％）

▲４７団体
１,７９４団体

〔１,７９７団体〕

都道府県
２団体

（４．３％）
１団体

（２．１％）
▲１団体

４７団体
〔 〃 〕

指定都市
１団体

（５．３％）
０団体

（０．０％）
▲１団体

１９団体
〔 〃 〕

市
１０６団体

（１３．８％）
７８団体

（１０．２％）
▲２８団体

７６７団体
〔 〃 〕

町 村
４２団体

（４．５％）
２５団体

（２．７％）
▲１７団体

９３８団体
〔９４１団体〕

特別区
０団体

（０．０％）
０団体

（０．０％）
増減なし

２３団体
〔 〃 〕

「わたり」の制度のある団体は１０４団体（５．８％）

〔対前年度比：▲４７団体〕

※１ 都道府県・指定都市については、上記のほか、「わたり」に係る課題のある団体（団体側は
「わたり」でないとしているが、説明が不十分と考えられるもの。） が、１団体ある。

※２ 割合は、各年の区分別団体数に対するものである。

※３ 区分別団体数の上段は平成２３年４月１日時点の団体数であり、下段の〔 〕書きは平成２２
年４月１日時点の団体数である。

地方公務員給与の「わたり」の状況について

○ 地方公務員法第２４条第１項
職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。（職務給の原則）

＜参考３＞
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次の①又は②のいずれかにより給与を支給すること。

① 給与決定に際し、級別職務分類表及び級別標準職務表に適合しない
級へ格付を行うこと

② ①の他、実質的にこれと同一の結果となる級別職務分類表、級別標
準職務表又は給料表を定めること

②の具体の該当基準については、少なくとも、次の⑴から⑷のいずれ
かに該当する場合には、原則として「わたり」に該当。

⑴ 級別職務分類表及び級別標準職務表が、職務を明確に分類したもの
となっていない場合

例）主査（３～５級）が一定の経験年数を経れば、４級から５級に昇格する場合

⑵ 一つの職が４つ以上の級にわたって格付けられている場合

⑶ 国家公務員の官職と職務・職責が同等な職の級の格付けが、国家公
務員の本省の格付けを超えている場合

例）国の係員に相当する職を３級以上に格付け
国の主任に相当する職を４級以上に格付け
国の係長に相当する職を５級以上に格付け
国の課長補佐に相当する職を７級以上に格付け

⑷ 国家公務員の官職と職務・職責が同等な職の給料月額の最高水準が、
国家公務員の俸給月額の最高水準を相当程度超えている場合

※ 「わたり」の該当基準

総務省は、引き続き、「わたり」の制度のある地方公共団体に対
して適正化を求めるとともに、各地方公共団体に対し、職員の給与
について情報公開を徹底するよう助言。
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＜参考３－②＞

団体名
わたり

の
有無

内容（人数）
対前

年度比
（人）

団体名
わたり

の
有無

内容（人数）
対前

年度比
（人）

北海道 ─ 三重県

青森県 滋賀県

岩手県 京都府

宮城県 大阪府※ ▲ 1,892

秋田県 兵庫県

山形県 奈良県

福島県 和歌山県

茨城県 鳥取県

栃木県 島根県

群馬県 岡山県

埼玉県 ─ 広島県

山口県

徳島県

東京都 香川県

神奈川県 愛媛県

新潟県 高知県

富山県 福岡県

石川県 佐賀県

福井県 長崎県

山梨県 熊本県

長野県 大分県

岐阜県 宮崎県

静岡県 鹿児島県

愛知県 沖縄県

【都道府県 計】

　○　「わたり」の制度のある団体　　　 １団体（９４８人）〔対前年度比　▲１団体（▲１，８７２人）

　△　「わたり」に係る課題のある団体　 なし　　　　　　　〔対前年度比　▲２団体〕

　※　「わたり」の制度を廃止した団体　１団体（　▲１，８９２人）

地方公務員給与の「わたり」に係る都道府県・指定都市の状況

平成23年４月１日現在

「 わ た り 」 に 係 る 課 題 を 見 直 し

「 わ た り 」 に 係 る 課 題 を 見 直 し

「 わ た り 」 の 制 度 を 廃 止

千葉県 ○
主査を５級に格付け

（948人）
20
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平成23年４月１日現在

団体名
わたり

の
有無

内容（人数）
対前

年度比
（人）

札幌市

仙台市

さいたま市

千葉市

横浜市 ─

川崎市

相模原市

新潟市

静岡市

浜松市

名古屋市 ─

京都市

大阪市 △
係員級の給料月額の最高水準が国の課長補佐級と同程度
課長補佐級の給料月額の最高水準が国の課長補佐級を１割以上超過

─

堺市

神戸市

岡山市※ ▲ 1,877

広島市

北九州市

福岡市

　○　「わたり」の制度のある団体　　　 なし　　　　　　　〔対前年度比　▲１団体（▲１，８７７人）〕

　△　「わたり」に係る課題のある団体　 １団体（　─　人）〔対前年度比　▲２団体〕

　※　「わたり」の制度を廃止した団体　１団体（▲１，８７７人）

「わたり」に係る課題を見直し

「わたり」に係る課題を見直し

「わたり」の制度を廃止

【指定都市 計】
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＜参考３－③＞

平成23年４月１日現在

（団体） （人）

北 海 道 12 141
室蘭市、苫小牧市、深川市、登別市、江差町、鷹栖町、東神楽町、音威子府村、
興部町、芽室町、中標津町、羅臼町

▲ 10 ▲ 288

青 森 県 0 0 ─ ─

岩 手 県 0 0 ─ ─

宮 城 県 0 0 ─ ─

秋 田 県 0 0 ─ ─

山 形 県 2 90 鶴岡市、酒田市 0 15

福 島 県 0 0 ─ ─

茨 城 県 2 9 下妻市、高萩市 ▲ 3 ▲ 56

栃 木 県 0 0 ─ ─

群 馬 県 1 4 中之条町 1 4

埼 玉 県 4 1,461 川越市、草加市、越谷市、三芳町 ▲ 2 ▲ 66

千 葉 県 2 240 浦安市、袖ケ浦市 ▲ 1 57

東 京 都
（市町村）

2 106 青梅市、国立市 ▲ 3 ▲ 73

東 京 都
（ 区 ）

0 0 ─ ─

神 奈 川 県 2 45 横須賀市、鎌倉市 ▲ 1 ▲ 116

新 潟 県 0 0 ▲ 1 ▲ 11

富 山 県 0 0 ─ ─

石 川 県 0 0 ─ ─

福 井 県 0 0 ─ ─

山 梨 県 0 0 ─ ─

長 野 県 11 476
長野市、松本市、上田市、茅野市、塩尻市、佐久市、小海町、南相木村、北相木
村、軽井沢町、飯島町

▲ 5 22

岐 阜 県 1 104 大垣市 0 3

静 岡 県 2 58 熱海市、伊東市 0 ▲ 3

愛 知 県 0 0 ─ ─

地方公務員給与の「わたり」に係る市区町村の状況

都道府県名
団体数
（団体）

人数
(人)

市区町村名
対前年度比
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（団体） （人）
都道府県名

団体数
（団体）

人数
(人)

市区町村名
対前年度比

三 重 県 0 0 ▲ 2 ▲ 151

滋 賀 県 0 0 ─ ─

京 都 府 0 0 ▲ 2 ▲ 105

大 阪 府 22 4,188
岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、高槻市、貝塚市、茨木市、八尾市、富田林
市、河内長野市、大東市、箕面市、羽曳野市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大
阪市、泉南市、阪南市、島本町、忠岡町、熊取町

▲ 2 798

兵 庫 県 0 0 ─ ─

奈 良 県 7 1,052 奈良市、大和郡山市、橿原市、桜井市、生駒市、香芝市、安堵町 0 113

和 歌 山 県 0 0 ─ ─

鳥 取 県 0 0 ▲ 1 ▲ 32

島 根 県 0 0 ─ ─

岡 山 県 0 0 ▲ 1 ▲ 1

広 島 県 1 344 三次市 0 ▲ 25

山 口 県 0 0 ─ ─

徳 島 県 0 0 ─ ─

香 川 県 2 46 坂出市、綾川町 0 ▲ 2

愛 媛 県 0 0 ─ ─

高 知 県 1 34 中土佐町 ▲ 5 ▲ 270

福 岡 県 0 0 ─ ─

佐 賀 県 1 19 基山町 ▲ 1 ▲ 49

長 崎 県 0 0 ─ ─

熊 本 県 1 17 荒尾市 ▲ 1 ▲ 376

大 分 県 11 1,563
大分市、別府市、日田市、佐伯市、竹田市、杵築市、宇佐市、由布市、国東市、
日出町、玖珠町

▲ 1 ▲ 211

宮 崎 県 4 396 小林市、日向市、串間市、えびの市 0 ▲ 21

鹿 児 島 県 11 2,003
鹿児島市、枕崎市、出水市、指宿市、西之表市、垂水市、薩摩川内市、霧島市、
南さつま市、奄美市、天城町

▲ 2 ▲ 137

沖 縄 県 1 54 名護市 ▲ 2 ▲ 72

合 計 103 12,450 ▲ 45 ▲ 1,053

※１　指定都市を除いた市区町村の状況である。

　２　「対前年度比」欄の「─」は、平成２２年４月１日時点も「わたり」の制度がなかったことを示す。
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＜参考３－④＞

平成23年４月１日現在

北 海 道

青 森 県

岩 手 県

秋 田 県

山 形 県

福 島 県

茨 城 県

栃 木 県

群 馬 県

千 葉 県

東 京 都

神 奈 川 県

新 潟 県

富 山 県

福 井 県

長 野 県

滋 賀 県

京 都 府

大 阪 府

鳥 取 県

広 島 県

徳 島 県

香 川 県

高 知 県

熊 本 県

大 分 県

宮 崎 県

鹿 児 島 県

沖 縄 県

３　市町村（指定都市を除く）３村）

米沢市、上山市、村山市、天童市、南陽市、河北町、大江町

大多喜町

武蔵野市、小平市、日野市、国立市、東久留米市

中之条町、東吾妻町

郡山市

秋田市、男鹿市

佐野市、小山市、真岡市

茨城町

小田原市

上越市、湯沢町

魚津市、砺波市

呉市、東広島市

旭川市、帯広市、苫小牧市、士別市、石狩市、松前町、木古内町、七飯町、せたな町、余市町、
奈井江町、長沼町、新十津川町、上川町、美瑛町、小平町、美幌町

豊中市、池田市、守口市、枚方市、八尾市、泉佐野市、寝屋川市、和泉市、門真市、摂津市、
四條畷市、交野市

弘前市、黒石市

「わたり」の制度を廃止済みの団体（経過的に実態が残っているもの）

１　都道府県）

北海道、青森県、岩手県、秋田県、山形県、福島県、埼玉県、新潟県、長野県、愛知県、京都府、
島根県、熊本県、沖縄県

２　指定都市

浜松市

城陽市、八幡市、木津川市、久御山町

竜王町

北上市、久慈市、釜石市、金ケ崎町

伊那市

勝山市

安芸市、四万十市、香南市、香美市、奈半利町、馬路村、大豊町、越知町、大月町、三原村

丸亀市、多度津町、まんのう町

阿南市

米子市、境港市

熊本市

　　※　参考３－②、参考３－③と重複がある団体は、「わたり」の制度が一部残っている団体である。

石垣市、浦添市、沖縄市、うるま市、与那原町

鹿屋市、いちき串木野市、伊佐市

西都市

中津市、玖珠町
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全地方公共団体の約６割の団体（1,015団体／1,794団体、56.6％）が、

自宅に係る住居手当を廃止している。

自宅に係る住居手当の状況（平成２３年４月１日時点）

区 分 制度がない団体
経過措置を設け
ている団体

制度が残っている
団体

区分別
団体数

全 団 体
１，０１５団体
（５６．６％）

８３団体
（４．６％）

６９６団体
（３８．８％）

１,７９４団体

都道府県
１６団体

（３４．０％）
７団体

（１４．９％）
２４団体

（５１．１％）
４７団体

指定都市
３団体

（１５．８％）
１団体

（５．３％）
１５団体

（７８．９％）
１９団体

市町村
９９６団体

（５８．４％）
７５団体

（４．４％）
６３４団体

（３７．２％）
１，７０５団体

特別区
０団体

（０．０％）
０団体

（０．０％）
２３団体

（１００％）
２３団体

※割合は、区分別団体数に対するものである。

地方公務員の自宅に係る住居手当について

国においては、平成２１年に自宅に係る住居手当が廃止されており、総務

省としては、地方公共団体においても、廃止を基本とした見直しを行うこ

とを助言している。

＜参考４＞
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平成23年4月1日現在

北海道 ○

青森県 ○

岩手県 ○

宮城県 ○

秋田県 ○

山形県 ○

福島県 ○

茨城県 ○

栃木県 ○

群馬県 ○

埼玉県 ○

千葉県 ○

東京都 ○

神奈川県 ○

新潟県 ○

富山県 ○

石川県 ○

福井県 ○

山梨県 ○

長野県 ○

岐阜県 ○

静岡県 ○

愛知県 ○

三重県 ○

滋賀県 ○

京都府 ○

大阪府 ○

兵庫県 ○

奈良県 ○

和歌山県 ○

鳥取県 ○

島根県 ○

岡山県 ○

広島県 ○

山口県 ○

徳島県 ○

香川県 ○

愛媛県 ○

高知県 ○

福岡県 ○

佐賀県 ○

長崎県 ○

熊本県 ○

大分県 ○

宮崎県 ○

鹿児島県 ○

沖縄県 ○

合計 16 7 24

制度は廃止したが経過
措置を設けている団体

区分 制度がない団体 制度が残っている団体

自宅に係る住居手当の状況について＜都道府県＞

＜参考４－②＞
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平成23年4月1日現在

札幌市 ○

仙台市 ○

さいたま市 ○

千葉市 ○

横浜市 ○

川崎市 ○

相模原市 ○

新潟市 ○

静岡市 ○

浜松市 ○

名古屋市 ○

京都市 ○

大阪市 ○

堺市 ○

神戸市 ○

岡山市 ○

広島市 ○

北九州市 ○

福岡市 ○

合計 3 1 15

区分 制度がない団体
制度は廃止したが経過
措置を設けている団体

制度が残っている団体

自宅に係る住居手当の状況について＜指定都市＞

＜参考４－③＞
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平成23年4月1日現在

北海道 41 6 131 178

青森県 40 0 0 40

岩手県 33 1 0 34

宮城県 33 1 0 34

秋田県 25 0 0 25

山形県 35 0 0 35

福島県 57 1 1 59

茨城県 38 0 6 44

栃木県 19 3 5 27

群馬県 32 2 1 35

埼玉県 13 11 39 63

千葉県 10 18 25 53

東京都 9 0 53 62

神奈川県 3 1 26 30

新潟県 29 0 0 29

富山県 6 0 9 15

石川県 17 0 2 19

福井県 15 0 2 17

山梨県 22 1 4 27

長野県 73 3 1 77

岐阜県 42 0 0 42

静岡県 17 0 16 33

愛知県 40 1 12 53

三重県 17 0 12 29

滋賀県 14 1 4 19

京都府 15 0 10 25

大阪府 20 11 10 41

兵庫県 5 0 35 40

奈良県 25 1 13 39

和歌山県 18 1 11 30

鳥取県 18 0 1 19

島根県 21 0 0 21

岡山県 19 1 6 26

広島県 8 4 10 22

山口県 5 0 14 19

徳島県 10 0 14 24

香川県 14 2 1 17

愛媛県 5 0 15 20

高知県 34 0 0 34

福岡県 8 1 49 58

佐賀県 19 0 1 20

長崎県 8 2 11 21

熊本県 24 1 20 45

大分県 1 0 17 18

宮崎県 16 0 10 26

鹿児島県 20 1 22 43

沖縄県 3 0 38 41

合　計 996 75 657 1,728

自宅に係る住居手当の状況　＜市区町村（指定都市を除く）＞

市区町村数
制度は廃止したが経過
措置を設けている団体

区分 制度がない団体 制度が残っている団体
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＜参考４－④＞


	【0316】平成23年地方公務員給与実態調査結果の概要
	【0315】平成23年地方公務員給与実態調査結果の概要
	031501
	01_H23報道資料かがみ
	02_H23報道資料【ポイント】
	スライド番号 1

	03_H23報道資料【１　地方公務員給与実態調査結果】
	●03_【資料編】H23ラス公表資料
	(中表紙①)地方公務員給与実態調査

	03_H23報道資料【１　地方公務員給与実態調査結果】
	(中表紙①)地方公務員給与実態調査
	●１ラス推移
	●ラス（都道府県等）
	●⑤ラス（市町村等）
	●⑩平均給与１
	●⑪平均給与
	●⑬特勤


	04_H23報道資料【２　他の給与関連調査結果】 
	04_H23報道資料【２　他の給与関連調査結果】 
	04_H23報道資料【２　他の給与関連調査結果】
	【参考１】給与カット
	【参考１－②】給与カット
	【参考１－③】削減措置の推移
	【参考２】適正化状況
	【参考３】わたり
	【参考３－②】わたり（指定都市）
	【参考３ー②】わたり（都道府県）
	【参考３ー③】わたり（市区町村）
	【参考３ー④】わたり（経過措置）
	【参考４－１】総括表
	【参考４－２】自宅に係る住居手当（都道府県）
	【参考４－３】自宅に係る住居手当（指定都市）
	【参考４－４】自宅住居手当（市区町村総括表）

	04_H23報道資料【２　他の給与関連調査結果】maru 
	●03_【資料編】H23ラス公表資料1
	(中表紙②)他の調査結果

	04_H23報道資料【２　他の給与関連調査結果】
	●03_【資料編】H23ラス公表資料
	(中表紙②)他の調査結果

	04_H23報道資料【参考編】0309事前通知修正版
	参考資料（中表紙）
	【参考１】給与カット
	【参考１－②】給与カット
	【参考２】適正化状況
	【参考３】わたり
	【参考３ー②】わたり（都道府県）
	【参考３－②】わたり（指定都市）
	【参考３ー③】わたり（市区町村）
	【参考３ー④】わたり（経過措置）
	【参考４－１】総括表
	【参考４－２】自宅に係る住居手当（都道府県）
	【参考４－３】自宅に係る住居手当（指定都市）
	【参考４－４】自宅住居手当（市区町村総括表）




	バインダー1
	【参考１】給与カット
	【参考１－②】給与カット
	【参考１－③】削減措置の推移
	【参考２】適正化状況
	【参考３】わたり
	【参考３－②】わたり（指定都市）
	【参考３ー②】わたり（都道府県）
	【参考３ー③】わたり（市区町村）
	【参考３ー④】わたり（経過措置）
	【参考４－１】総括表
	【参考４－２】自宅に係る住居手当（都道府県）
	【参考４－３】自宅に係る住居手当（指定都市）
	【参考４－４】自宅住居手当（市区町村総括表）
	市区町村分 (H23)




	◎〈最終版〉H23公表資料（給与一係分）
	【参考１】給与カット
	【参考１－②】給与カット
	【参考１－③】削減措置の推移
	【参考２】適正化状況
	【参考３】わたり
	【参考３ー②1】わたり（都道府県）
	【参考３－②2】わたり（指定都市）
	【参考３ー③】わたり（市区町村）
	【参考３ー④】わたり（経過措置）
	【参考４－１】総括表
	【参考４－２】自宅に係る住居手当（都道府県）
	【参考４－３】自宅に係る住居手当（指定都市）
	【参考４－４】自宅住居手当（市区町村総括表）
	市区町村分 (H23)



	【参考４－４】自宅住居手当（市区町村総括表）
	市区町村分 (H23)


	●06_【２　他の給与関連調査結果】中表紙
	(中表紙②)他の調査結果




